
第２回大阪府立労働センター指定管理者選定委員会 議事要旨 

 

 

１ 日時及び場所 

平成３０年１１月５日（月）午後２時００分から午後４時００分  

エル・おおさか（大阪府立労働センター）本館１１階  大会議室 

 

２ 審査方法 

    募集要項に定めた審査基準の配点（100 点満点）に基づき、４名の選定委員会委員が 

書類審査を行った上で申請者からのプレゼンテーション及びこれに対する質疑を経た後、 

各評価項目について総合評価を行った。 

     採点は、各委員が個別に行い、合計することとした。 

 

３ 審査概要 

(1) 申請者 １団体 

共同事業体エル・プロジェクト 

【構成員 一般財団法人大阪労働協会、大林ファシリティーズ株式会社、株式会社コングレ】 

 

(2) 申請者のプレゼンテーションを受け、委員から質問 
 

【主な質疑】 

（委 員） 受付業務は株式会社コングレが行うとあるが、これまで、何か問題が生じており、 

改善するためにするのか。 

 

（申請者） 株式会社コングレは、各種国際会議等の運営経験もあり、また、社員教育マニュアル 

も充実していることから、一般の受付ということではなく、よりクオリティーの高い受 

付としていくもの。 

      また、株式会社コングレが別に管理する施設等にエル・おおさかのパンフレットな 

どを配架したり、株式会社コングレが主体的に実施するイベントにエル・おおさかを 

紹介するブースを設置することなどにより、多様な相乗効果を狙っていくもの。 

 

（委 員） 外部評価委員会が、毎年度開かれているとのことだが、これによる評価がどういった 

形で運営に反映しているのか。 

 

（申請者） これまでの評価・意見に対して、実施してきた取組例と今回の提案 

      ・公式 Facebook の開設 

      ・ギャラリーの利用者減に伴い、ギャラリーに特化したチラシの作成・配布 

      ・プチ・エル（レッスンスタジオ）の利用者減に伴い、府内楽器店にプチ・エルに 

特化したチラシの配架依頼 

      ・安全安心の観点から駐車場照明の LED 化及び防犯カメラの設置（今回の提案） 



 

（委 員） 共同事業体の場合、個人情報の管理体制はどこが責任を持って行っていくのか。 

 

（申請者） 現在は、共同事業体の代表者である一般財団法人大阪労働協会の責任である。 

今後、共同事業体の中で、個人情報の適正管理委員会を設置し、そこで、研修などを 

実施し、漏洩等が発生しないよう努めていく。 

 

（委 員） 「エル・おおさか」のロゴタイプを新たに成形し、既存のイメージキャラクターの 

「エルちゃん」と組み合わせてリーフレット等に掲載するとあるが、これらは商標登録 

などされているのか。 

 

（申請者） 特に登録等は行っていないが、今後、顧問弁護士と相談していく。 

 

（委 員） 顧問弁護士とよく相談し、今後、問題・支障なく使用できるよう努めていただきたい。 

 

（委 員） 施設・設備等の改修・整備の具体的な提案内容は、全て利用料金等の収入で賄えると 

いうことか。 

 

（申請者） そのとおりであり、全て実施する。 

 

(3) 申請者退席後、４名の委員は、応募者が提案している収支計画、人員体制、財務基盤、企画等

の内容について審査を行った。 

 

４ 審査結果 

 すべての評価項目について府が求める基準を満たし、評価点の合計は９２．７点（１００点満点）

であり、失格点がないことから、申請者を指定管理候補者として決定した。 

 ※申請者が１団体であるため、次点者はなし 

 

【選定理由】 

・提案金額（納付金）が府の示した最低提案価格を上回っていること。 

・一般財団法人大阪労働協会及び大林ファシリティーズ株式会社で構成された現行の共同事業体 

による管理運営業務実績の評価が高いこと。 

・新たに共同事業体に参加した株式会社コングレが持つノウハウ、経験を活かし、より一層の 

サービス向上と施設の効用を促進させることが期待できること。 

・広報周知に関して、利用率の向上が期待できる提案であったこと。 


